
苫小牧処理工程図（令和５年８月３０日現在） ※保管施設は処理施設設置事業所内に所在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受け入れ 

グループ企業及び 
自社で中間処理後の廃棄物 
＜保管あり＞ 
汚泥（廃乾電池に限る。）、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム

くず、金属くず、ガラスくず、コンクリ

ートくず及び陶磁器くず、がれき類（混

合廃棄物） 
（※帯広・釧路・砂川・石狩・千歳・苫

小牧・発寒の処理工程図より下線

 の破砕残さ） 

＜保管あり＞ 
金属くず、鉱さい（溶融スラグに限る。） 

苫小牧支店 
金属くず、鉱さい（溶融スラグに限る。） 
の破砕施設 

金属くず：電炉メーカー・非鉄精錬へ売却 

鉱さい：他社又は自社管理型埋立処分 

苫小牧支店 
汚泥（廃乾電池に限る。）、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム

くず、金属くず、ガラスくず、コンクリ

ートくず及び陶磁器くず、がれき類の

選別施設 

金属くず：電炉メーカー・非鉄精錬へ売却 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず：セメント工場向け原燃料として利用するため処理委託 

汚泥（廃乾電池に限る。）、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類：セメント工場向け原料として利用

するため処理委託。 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず：ボイラー燃料として売却 

廃プラスチック類：樹脂原料として売却 

汚泥（廃乾電池に限る。）廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリ

ートくず及び陶磁器くず、がれき類（混合廃棄物）：自社管理型埋立処分 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず：自社管理型埋立処分 

金属くず：電炉メーカー・非鉄精錬へ売却 

複合廃棄物：電炉メーカー・非鉄精錬へ売却。残さは、自社管理型埋立処分 

苫小牧支店 
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、金属くず、ガラスくず、コンク

リートくず及び陶磁器くずの破砕施設 
許可番号 胆環生第１８０３－２号 

＜保管あり＞ 
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、金属くず、ガラスくず、コンク

リートくず及び陶磁器くず、複合廃棄

物（廃自動車・事務機器・家電） 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず：セメント工場向け原燃料として利用するため処理委託 

 ：ボイラー燃料として売却 

苫小牧支店 
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく

ず、コンクリートくず及び陶磁器くず

の破砕施設 
許可番号 胆環生第５８８－５号 

（一次破砕→二次破砕→風力・磁力・リニア選別） 

グループ企業及び 
自社で中間処理後の廃棄物 
（※帯広・釧路・砂川・石狩・千歳・苫

小牧・発寒の処理工程図より下線

 の破砕残さ） 
 

苫小牧支店第2事業所 
安定型、管理型最終処分場 
許可番号 胆環生第５２９－７号 
（処理水は公共水域に放流） 

苫小牧支店第2事業所 
安定型、管理型最終処分場 
許可番号 胆環生第２５４８号 
（処理水は公共水域に放流） 

＜保管あり＞ 
廃プラスチック類、紙くず、木くず 

苫小牧支店 
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊

維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスく

ず、コンクリートくず及び陶磁器くず

の破砕施設 
許可番号 胆環生第５８８－５号 

セメント工場向け原燃料として利用するため処理委託 

破砕物から金属類の回収（非鉄金属原料（電子基板等を含む）） 


